
　　　　　　大日本史「武烈天皇」復刻にて思う事

三十数年前、「大日本史」との思わぬ出合いに始りました。
この日本の歴史の大本である復刻版を重ねるに当り、お一方の記録が余りにも思
慮の範疇外でしたので、復刻を進めるに当たり、此の書を閲覧なさる方々に思わ
ぬ誤解や、ご皇室への偏見に辿り付くのではと云う憂慮があり、多くの知人にご
相談致しました。中々納得の行く解答が得られぬ侭、復刻作業は中断するに致り
ました。
最近ネットでこの「武烈帝」の記述に疑問を示唆するご意見を垣間見、心強く思
いました。ご紹介いたします。他にも多数此のようなご意見も見受けられ、新た
に復刻を進める事に成りました。
幕末から明治の御代に、「大日本史」を編纂なさいました、水戸光圀公始め諸賢
人の皆様の御苦労が偲ばれます。個人の私見で勝手に公的文書を書き換えるなど
は、もっての他と云う事でしょう。

島田 魁「古代の残虐な行為についての考察―武烈天皇紀をめぐって―」　
�http://www.wako.ac.jp/bungaku/proseminar1/proseminar1-shimada.html�次に
『日本書紀』とほぼ同じ年代（７１２年）に成立した歴史書である『古事記』の
武烈天皇の記事と比較してみる。
小長谷若雀命、長谷の列木宮に坐して、天の下を治むること、八歳ぞ。此の天皇
、太子無し。故、御子代と為て、小長谷部を定めき。御陵は、片岡の石杯岡に在
り。天皇既に崩りますに、日続を知らすべき王無し。故、品太天皇の五世の孫、
おほど命を、近つ淡海国より上り坐さしめて、手白髪命に合せて、天の下を授け
奉りき。�（小長谷若雀命は長谷の列木宮にいらっしゃって、天下を治めること
八年であった。この天皇は皇太子がなかった。それで御子代として、小長谷部を
定めた。御陵は片岡の石杯岡にある。天皇がすでに崩御されて、皇位を継ぐべき
皇子がいなかった。それで、品太天皇の五世の子孫、おほど命を、近江国からご
上京させ、手白髪命と結婚させて、天下をお授け申し上げた）

　以上が『古事記』の武烈天皇の記事のすべてである。『日本書紀』とは違い、
武烈天皇の残虐行為については何も書かれておらず短く事実を記しているだけで
ある。このことから『日本書紀』にある残虐行為は編纂に携わった人物の作り話
であるとも考えられる。では、『日本書紀』にある残虐行為の元になったものは
何か。それは古代の中国の文献からであると考えられる。実際に、先ほど挙げた
(1)の文は中国の『呂氏春秋』から引用したものと考えられる。『呂氏春秋』と
は、秦の相、呂不緯の撰で、呂不緯が多くの宮客を集めて彼らの意見撰したもの
である。先秦に勃興した諸種の思考を網羅し、先秦時代における知識の総決算と
も言うべきものである。『呂氏春秋』にはこのように載っている。�　　孕婦ヲ
裂キテ、其ノ腹ヲ観ル�『呂氏春秋』は古代の日本で、当時の貴族に読まれてい
たと思われる。それは『日本国見在書目録』にその名が載ってることからわかる

。『日本国見在目録』とはわが国最古の漢籍目録である。藤原佐世撰で、８５７
年～８９１年頃に成立している。「見在」とは現在の意で、当時、世に伝存して
いた漢籍の目録とするのが通説である。『日本書紀』の編纂者は当時の日本にあ
った中国の文献から残虐な表現を真似たのだろうか。�　『古列女伝』という西
漢の劉向の撰で唐以下歴代の婦人の伝記を列叙とした書がある。その『古列女伝
』には、(6)の文の元になったものと考えられる、�　　王、婦人ヲ裸ニシテ之ニ
ワキガシム�という表現が載っている。このことからも『日本書紀』の残虐な表
現は古代の中国の文献から模倣した可能性が考えられる。�　では、なぜ『日本
書紀』ではこのような残虐行為を記したのであろうか。�　中国の文献では、暴
挙に及んだ王は必ずといってよいほど滅んでいる。例を挙げると司馬遷の『史記
』では、商の王であった紂王は頭も良く、力も強かったが、自分以外の人間を下
げすんで見ており、快楽に溺れ、逆らう者には残虐な処刑をした。紂王は後に攻
め込まれ、商は滅びる事となる。『史記』の「殷本紀」から引用しよう。
�**********************************************************�
「今日は何の日？徒然日記」�http://indoor-mama.cocolog-
nifty.com/turedure/�武烈天皇の汚名を晴らしたい�。先日の、崇神天皇のペー
ジ（12月5日参照＞＞）でも書かせていただきましたが、この時代の歴史書と言
える物が『古事記』『日本書紀』に類に限られる以上、それを否定する決定的証
拠がないため、あくまで、憶測・推理となってしまうわけですが・・・。�だい
たい「武烈」という諡（おくりな）からして、あまり良い印象は受けません。
�***********************************************************
「第25代　武烈（ぶれつ）天皇」
�http://inoues.net/tenno/buretsu_tenno.html

 とまぁ、こんな調子なのだ。この後すこし記事があって、天皇は崩御された、
で武烈記は終わっている。日本書紀の武烈天皇の記事�  は、その悪逆非道ぶり
を記すだけで他にはなにもない。これは一体どうした事か。�  日本書紀という
のは天皇紀である。天武の子舎人親王が編纂した、天皇家の歴史を書き記した書
物なのだ。それ故に母の持統天皇御�  代までしか記録されていないが、これら
の武烈天皇の記事は何かおかしい。どうしてここまでの、いわば天皇家の恥のよ
うな記事を�  収録したのであろうか。定説では、�  次の継体天皇が皇脈から遠
く（応神天皇の５世孫）、そのため正当性を広くアピールするために、直前の武
烈天皇をことさら悪人に�  仕立てて、継体天皇の善帝ぶりを際だたせるためだ
ろう、とされている。はっきりそう断じている学者もたくさんいる。つまり、ほ
�  んとは武烈はそんな極悪人ではなかったと言うのだ。���
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も

　

な

ゑ

ん

い

う

は

ぢ

　

　

　
ざ

う

さ

く

お

ほ

　

　き

ん

じ

う

　

　

か

あ
る
ひ

　

う

ま

　

　

か

　

　

い

ぬ

　

は

し

　

　

　

　



出
入
時
な
く
、

風
雨
を
避
け
ず
。

又
侏
儒
倡
優
を
集
め
て
、

縦
に
、
淫
樂
嬉
戯
を
作
し
、

日
夜
、
宮
人
と
酒
に
沈
湎
す
。

然
れ
ど
も
、

人
を
知
り
て
善
く
任
じ
、

各
其
の
才
を
竭
さ
し
む
。

是
又
其
の
長
ず
る
所
な
り
。

追
諡
し
て
武
烈
天
皇
と
曰
ふ
。

し
ゅ
つ
に
ふ

と
き

ふ

う

う

　

　

さ

ま

た

し
ゅ

じ
ゅ
し
ゃ
う
い
う

　

あ

つ

ほ
し
い
ま
ま

　

い

ん

ら

く

き

　
ぎ

　

　

な

に

ち

や

　

　

き

う

じ

ん

　

さ

け

　

ち

ん

め

ん

し

か

ひ

と

　

　

し

　

　

　

よ

く

　

に

ん

お
の
お
の
そ

　

さ

い

　

つ

く

こ

れ

ま

た

そ

　

　
ち
や
う

　

　

と
こ
ろ

つ

ゐ

し

　

　

　

　
ぶ

れ
つ

て

ん
わ
う

　

　

い


